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研究者として成長できる 教育 ・ 労働条件を実現しよう

（１）　第２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　週刊あのつ　　　　　　　　　　　　　２０１８年　１月１６日（火）

今
回
の
退
職
手
当
カ
ッ
ト
が
さ
ら
に
拍
車

55歳昇給停止、64歳以上73％、給与制度の総合的見直し＋退職手当引き下げの〈合わせ技〉で

教員で 2000 万円超
生涯賃金換算2010年代以降の賃下げ総額

職
員
で
も
６
０
０
万
円
超

教員

ページ 1

教員

　改悪後の退職手当 26,417,902 

　改悪前の退職手当 27,272,114 

　　差額 -854,211 

　退職手当改悪後の生涯賃金 272,089,721 

　一連の給与改悪がなかった場合の生涯賃金 292,228,280 

　　差額 -20,138,560 

2012年４月時点で32歳講師

職員
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職員

　改悪後の退職手当 20,946,463 

　改悪前の退職手当 21,584,955 

　　差額 -638,491 

　退職手当改悪後の生涯賃金 224,124,370 

　一連の給与改悪がなかった場合の生涯賃金 233,305,873 

　　差額 -9,181,504 

2012年４月時点で22歳新卒採用

　
こ
の
間
問
題
に
な
っ
て
い
る

退
職
手
当
改
悪
が
な
さ
れ
た
場

合
の
試
算
を
し
て
み
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
は
左
図
の
と
お

り
。〈
教
員
〉
は
２
０
１
２
年
４

月
段
階
で
32
歳
講
師
で
採
用
、

〈
職
員
〉
は
、
２
０
１
２
年
４
月

に
22
歳
新
卒
で
の
採
用
で
す
。

　〈
教
員
〉
は
35
歳
で
准
教
授
、

46
歳
で
教
授
に
昇
進
す
る
こ
と

を
想
定
し
て
い
ま
す
。
職
員
は
、

34
歳
で
主
任
、
43
歳
で
副
課
長
、

そ
の
後
53
歳
で
部
長
に
昇
進
す

る
ケ
ー
ス
で
す
。

　
そ
の
結
果
、
退
職
手
当
だ
け

で
も
、
教
員
で
85
万
４
０
０
０

円
、
職
員
で
63
万
８
５
０
０
円

の
賃
下
げ
に
な
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。

員
で
９
１
８
万
１
５
０
４
円
の

生
涯
賃
金
引
き
下
げ
に
な
っ
た

こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

　
こ
の
金
額
は
、
三
重
大
学
で

働
き
続
け
る
意
欲
を
消
し
去
る

に
余
り
あ
り
ま
す
。
こ
の
数
年

間
で
多
く
の
同
僚
が
他
大
学
に

転
出
し
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
、

さ
ら
に
状
況
は
悪
化
し
、
学
部

の
執
行
部
人
事
に
す
ら
も
否
定

的
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
、

周
知
の
と
お
り
で
す
。

　
今
大
学
当
局
に
求
め
ら
れ
る

の
は
、
有
能
な
教
員
が
長
く
働

き
続
け
ら
れ
る
賃
金
・
労
働
条

件
を
保
障
す
る
こ
と
で
す
。

　
さ
ら
に
気
に
な
る
の
は
、「
生

涯
賃
金
」
で
す
。
こ
の
退
職
手

当
不
利
益
変
更
分
が
下
が
る

の
は
も
と
よ
り
、
さ
ら
に
重
要

な
こ
と
は
、
今
回
の
賃
金
不
利

益
変
更
は
、
２
０
１
０
年
代
に

実
施
さ
れ
た
、
震
災
臨
時
減

額
、
２
０
１
３
年
の
退
職
手
当

引
き
下
げ
、
同
55
歳
昇
給
停
止
、

２
０
１
４
年
の
「
給
与
制
度
の

総
合
的
見
直
し
」
と
い
っ
た
一

連
の
な
か
で
見
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ

の

一
連

の

賃

下

げ

の

結

果
、〈

教

員

〉

で

２
０
１
３
万
８
５
６
０
円
、
職

生
涯
賃
金
で

２
０
０
０
万
円
の
マ
イ
ナ
ス



２０１８年　１月１６日（火）　　　　　　　　　　　　　　週刊あのつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２０２号　（４）

非正規教職員の無期転換権を適正に保障させよう

「
高
度
な
プ
ロ
」
と
お
だ
て
ら
れ

「働き方改革」

関連法案

定
額
で
〝働
か
せ
ら
れ
放
題〟

　
政
府
は
、「
一
億
総
活
躍
社

会
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、「
通

常
国
会
は 

働
き
方
改
革
国
会

だ
。
子
育
て
、
介
護
な
ど
そ
れ

ぞ
れ
の
事
情
に
応
じ
た
多
様
な

働
き
方
を
可
能
に 

す
る
」
と
、

宣
伝
し
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容

は
、「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
制
度
」
な
る
、
会
社
側
が
労

働
者
を
定
額
で
働
か
せ
放
題
と

な
る
「
残
業
代
ゼ
ロ
」
制
度
と
、

い
く
ら
働
い
て
も
自
己
責
任
と

な
る
裁
量
労
働
制
の
適
用
拡
大

が
メ
イ
ン
で
す
。

　
こ
の
う
ち
「
特
定
高
度
専
門

業
務
・
成
果
型
労
働
制
」（
高

度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
）

と
は
、
対
象
労
働
者
に
つ
い
て

労
働
基
準
法
の
時
間
外
労
働

規
制
や
休
憩
、
休
日
お
よ
び
深

夜
の
割
増
賃
金
に
関
す
る
規
定

が
適
用
さ
れ
な
い
制
度
で
す
。

　
現
行
の
労
働
基
準
法
41
条

２
号
で
は
、「
事
業
の
種
類
に

か
か
わ
ら
ず
監
督
若
し
く
は
管

理
の
地
位
に
あ
る
者
又
は
機
密

の
事
務
を
取
り
扱
う
者
」
に
は

「
労
働
時
間
、
休
憩
及
び
休
日

に
関
す
る
規
定
は
、
適
用
し
な

い
」
と
さ
れ
、
三
重
大
学
の
課

長
ク
ラ
ス
以
上
の
職
員
も
適
用

を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

改

正

案

で

は
、

年

収

１
０
７
５
万
円
を
超
え
る
人

は
、
一
定
の
健
康
確
保
措
置
を

適
用
す
れ
ば
、
労
働
者
の
範
囲
、

業
務
の
明
確
化
、
お
よ
び
対
象

者
の
同
意
さ
え
あ
れ
ば
適
用
対

象
と
さ
れ
る
と
し
ま
す
。

　
し
か
し
こ
の
年
収
要
件
は
将

来
的
に
緩
和
さ
れ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
す
。
ま
た
厚
生
労
働
省

も
、「
管
理
監
督
者
」
に
つ
い

て
は
、
職
務
内
容
、
責
任
と
権

限
、
現
実
の
勤
務
態
様
、
お
よ

び
賃
金
等
の
待
遇
な
ど
の
条
件

を
課
し
て
い
ま
す
。
絶
対
に
導

入
さ
せ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

全労連「労働法制署名推進のための学習資料」（2017年11月）http://www.zenroren.gr.jp/jp/housei/data/2017/171110_01.pdf


